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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラを自動的に設定する方法であって、
　前記カメラのための設定情報を含む機械可読符号を含むシーンの画像を獲得するステッ
プ（１０ａ）と、
　前記画像を処理して前記設定情報を抽出するステップ（２０）と、
　前記カメラを設定するために前記設定情報を使用するステップ（３０）と、を含み、
　前記画像を獲得するステップは、前記カメラ（１００）を使用して前記画像をキャプチ
ャすること（１０ａ）を含み、
　前記画像は、前記カメラの内部クロックによって生成された、関連するキャプチャ時刻
メタデータを有し、
　前記設定情報は日付または時刻情報を含み、
　前記設定情報を使用するステップは、前記カメラ（１００）の内部クロックを設定する
こと（３０）を含み、前記日付または時刻情報を前記メタデータと比較して、前記カメラ
の前記内部クロックの相対誤差を計算することを含む方法。
【請求項２】
　前記カメラが前記画像を処理して前記設定情報を抽出する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記設定情報は、前記カメラの写真パラメータをさらに含む請求項１または請求項２に
記載の方法。
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【請求項４】
　機器を自動的に設定する方法であって、
　前記機器のための設定情報を含む機械可読符号を含むシーンの画像を獲得するステップ
（１０ａ）と、
　前記画像を処理して前記設定情報を抽出するステップ（２０）と、
　前記機器を設定するために前記設定情報を使用するステップ（３２，３４，５０）と、
を含み、
　前記画像を獲得するステップは、カメラ（１００）によりキャプチャされた画像を受け
取ること（４０）を含み、
　前記画像は、前記カメラの内部クロックによって生成された、関連するキャプチャ時刻
メタデータを有し、
　前記設定情報は日付または時刻情報を含み、
　設定されるべき前記機器は、前記画像をキャプチャしたカメラ（１００）から画像を受
け取るように構成されたコンピュータ（３００）であり、
　前記設定情報を使用するステップは、前記日付または時刻情報を前記メタデータと比較
して、前記カメラの前記内部クロックの相対誤差を計算することを含む方法。
【請求項５】
　前記計算された相対誤差を外挿して、同じカメラによってキャプチャされた他の画像の
キャプチャ時刻を計算するステップをさらに含む請求項１乃至４のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項６】
　衛星測位信号を処理する方法において、前記画像のうちの少なくとも１つの前記計算さ
れたキャプチャ時刻を使用して、キャプチャ場所を計算するステップを含む請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　前記機械可読符号を含む前記シーンは、前記機械可読符号を示す表示を含み、表示は、
　前記設定情報を検索するために通信ネットワークに接続された機器の表示（４００）、
　衛星測位受信機（２００ｂ）の表示（２６０）、および
　クロックの表示
　のうちの少なくとも１つである請求項１乃至６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　コンピュータ上で実行されると請求項１乃至７のいずれか一項に記載のすべてのステッ
プを実行するように構成されたコンピュータ・プログラム・コード手段を備えるコンピュ
ータプログラム。
【請求項９】
　コンピュータ可読媒体上に格納された請求項８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　カメラを自動的に設定する装置であって、
　前記カメラのための設定情報を含む機械可読符号を含むシーンの画像であって、前記カ
メラによりキャプチャされた前記画像を受け取るための入力手段（１００）であって、前
記画像は、前記カメラの内部クロックによって生成された、関連するキャプチャ時刻メタ
データを有する、前記入力手段と、
　プロセッサであって、
　　前記画像を処理して前記設定情報を抽出するように構成され、かつ、
　　前記カメラを設定するために前記設定情報を使用するように構成された
　プロセッサと、を備え、
　前記設定情報は日付または時刻情報を含み、
　前記設定情報を使用することは、前記カメラの内部クロックを設定することと、前記日
付または時刻情報を前記メタデータと比較して、前記カメラの前記内部クロックの相対誤
差を計算することを含む装置。
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【請求項１１】
　機器を自動的に設定する装置であって、
　前記機器のための設定情報を含む機械可読符号を含むシーンの画像を受け取るための入
力手段（３０２，３０３，３０４）と、
　プロセッサ（３０１）であって、
　　前記画像を処理して前記設定情報を抽出するように構成され、かつ、
　　前記機器を設定するために前記設定情報を使用するように構成された
　プロセッサと、を備え、
　前記設定情報は日付または時刻情報を含み、
　設定されるべき前記機器は、前記画像をキャプチャしたカメラ（１００）から画像を受
け取るように構成されたコンピュータ（３００）であり、
　前記画像は、前記カメラの内部クロックによって生成された、関連するキャプチャ時刻
メタデータを有し、
　前記設定情報を使用するステップは、前記日付または時刻情報を前記メタデータと比較
して、前記カメラの前記内部クロックの相対誤差を計算することを含む装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像を用いた電子機器の設定またはプログラミングに関する。詳細には本発明
は、カメラをプログラムすること、またはカメラから画像を受け取るように構成されたコ
ンピュータをプログラムすることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　技術が前進し高品質画像センサのコストが低減されるにつれて、ディジタル写真がます
ます普及してきている。消費者が入手できるカメラの機種には、ディジタル・スチル・カ
メラやビデオカメラのみならず、カメラ付き電話機も含まれる。多様なカメラ技術が広範
に利用できるようになったことにより以下の２つの問題が生じている。すなわち第１には
、ユーザが多種多様なカメラを用いて画像（またはビデオ）を取り込むのを、好ましくは
、各カメラをどのように操作すべきか個々に学習して設定を構成するのにあまり長時間を
費やさずに、より容易にするにはどのようにすべきかであり、第２には、非常に容易に、
迅速に生成される大量の収集画像をどのように管理すべきかである。
【０００３】
　第１の問題に関しては、複雑なカメラを適正に設定するには時間がかかることが多い。
この問題は、１人のユーザが異なるカメラ装置（例えば、カメラ付き電話機と別のディジ
タル・スチル・カメラなど）を頻繁に使用する場合にはさらに深まる。多様なカメラを設
定する必要が生じると、ユーザを混乱させ、時間を無駄にして苛立たせることになりかね
ない。
【０００４】
　第２の問題に関しては、画像（またはビデオ）に、その取り込み場所を示す位置メタデ
ータが備わると好都合であることが知られている。場所情報は、収集画像をあとで閲覧し
、検索するのに役立つキーである。これらの利点は、衛星測位受信機をカメラと関連付け
ることにより得ることができる。一例が、全地球測位システム（ＧＰＳ）のための受信機
である。そのような受信機は、カメラに内蔵されていても、カメラに接続されていてもよ
い。あるいは、そのような受信機はカメラから独立したものとし、ＧＰＳ受信機によって
生成された位置データがあとになって（例えば、カメラとＧＰＳ受信機とがコンピュータ
に接続されるときに）はじめて画像と関連付けられるようにすることもできる。
【０００５】
　ＧＰＳ受信機は大きく２つの種類に類別することができる。すなわち、衛星信号を処理
して、その信号が衛星から受信されている時点の位置情報を計算するリアルタイム受信機
と、あとで処理するために衛星放送をサンプリングし、記憶する「Ｃａｐｔｕｒｅ　ａｎ
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ｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｌａｔｅｒ（取り込み、あとで処理する）」（以下「Ｃａｐｔｕｒ
ｅ－ａｎｄ－Ｐｒｏｃｅｓｓ」という）受信機である。
【０００６】
　衛星によって送信されるＧＰＳ信号は、規則的に絶え間なく繰り返される擬似ランダム
コードを用いる、一般に直接シーケンス拡散スペクトルとして知られる形式のものである
。衛星は、誰でも自由に利用することのできる粗捕捉（Coarse/Acquisition）すなわちＣ
／Ａコードを含む異なる拡散符号を有する複数の信号を送信する。
【０００７】
　データメッセージは、各衛星によりＣ／Ａコード上で変調され、送信側衛星の詳細な軌
道パラメータ（エフェメリス（ephemeris）という）、衛星のクロックにおける誤差に関
する情報、衛星の状況（正常または異常）、現在の日付、時刻といった重要な情報を含む
。信号のこの部分は、正確な位置を決定するＧＰＳ受信機にとって不可欠である。各衛星
は、エフェメリスとその衛星自体の詳細なクロック補正パラメータを送信するだけであり
、したがって、ＧＰＳ受信機が単独で、それが位置計算において使おうとする各衛星のデ
ータメッセージの適切な部分を処理しなければならない。従来のＧＰＳ受信機は、送信さ
れたデータメッセージを読み取り（すなわち復号し）、エフェメリス、その他のデータを
連続使用するために保存する。またこの情報は、ＧＰＳ受信機内のクロックを設定する（
または補正する）ためにも使用することができきる。
【０００８】
　各衛星からの完全なデータ信号は、３７，５００ビットのナビゲーションメッセージか
らなり、これは５０ｂｐｓで送信するのに１２．５分を要する。データ信号は、それぞれ
が１５００ビットを有する２５個の３０秒フレームに分割され、これらのフレームは５個
の６秒サブフレームに分割される。各６秒サブフレームは１０個の３０ビットワードに分
割される。位置決定に必要なすべての情報（エフェメリス、その他の情報）が各フレーム
内に含まれ、そのため、従来のＧＰＳ受信機は、典型的には、いわゆるコールドスタート
から位置決定を行うのに３０秒前後を要することになる。
【０００９】
　そのような従来のリアルタイムＧＰＳ受信機は必ず、アンテナと、アナログＲＦ回路と
、ディジタル信号処理ハードウェアとを備える。アンテナは、ＧＰＳ信号を受信するのに
適している。アナログＲＦ回路は、所望の信号を、通常は数ＭＨｚ程度のサンプルレート
で適切なアナログ／ディジタル（Ａ／Ｄ）変換器を通過できるように、増幅し、フィルタ
リングし、混合して中間周波数（ＩＦ）に落とすように設計される（多くの場合ＧＰＳフ
ロントエンドと呼ばれる）。ディジタル信号処理ハードウェアはＡ／Ｄ変換器によって生
成されるＩＦデータサンプルに対して相関プロセスを実行し、通常は、信号処理ハードウ
ェアを制御し、所望の位置決定を計算するのに必要な「より高レベルの」処理を実行する
何らかの形のマイクロコントローラと組み合わされる。
【００１０】
　また、比較的に周知度の低い「Ｃａｐｔｕｒｅ－ａｎｄ－Ｐｒｏｃｅｓｓ」という概念
も研究されている。これは、（秒、分、時間または日単位の）ある時間が経過してから、
また多くの場合、処理リソースがより大きい他の何らかの場所において処理する前に、従
来のアンテナおよびアナログＲＦ回路によって収集されたＩＦデータサンプルを何らかの
形のメモリに記憶することを伴う。
【００１１】
　従来のＧＰＳ受信機に優るＣａｐｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｌａｔｅｒの手
法の主要な利点は、取り込み時にディジタル信号処理が不要であり、取り込みデータを非
常に短く（例えば２００ミリ秒程度に）することができるため、取り込み機器のコストお
よび電力消費が最小限に保たれることである。（エフェメリスを含む）関連する衛星デー
タを他の何らかの方法で得ることができるときに後続の信号処理が行われる場合、この手
法では、取り込み機器において衛星（または「宇宙航行体（ＳＶ）」）からのデータメッ
セージを復号する必要もなくなる。多くの場合、この復号ステップにより従来のリアルタ
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イム機器を始動させるのに許容できないほど長時間を要することになる。
【００１２】
　ＩＦデータサンプルの短い「取り込みデータ」をメモリに記憶する単純な取り込み機器
が、これらの取り込みＩＦデータをあとでコンピュータにアップロードすることができる
。コンピュータは、必要な信号処理（相関など）を実行するのみならず、受信したＧＰＳ
データメッセージの主要部分を中央コンピュータに中継した１台以上の従来のＧＰＳ受信
機に接続されていることにより、（エフェメリスを含む）最近の衛星情報のデータベース
にアクセスすることもできるはずである。別のソースからのエフェメリスデータを使用す
ることは文献においてしばしば「アシスト型ＧＰＳ」（Ａ－ＧＰＳ）と呼ばれ、この種の
処理に適する方法は当業者には周知であろう。
【００１３】
　Ｃａｐｔｕｒｅ－ａｎｄ－Ｐｒｏｃｅｓｓ　ＧＰＳでは、メモリおよび処理の所要量を
低減するための可能な限り少ないデータを記憶することが望ましいが、これは位置決定を
得ることをより難しくする。短い取り込みデータ（例えば２００ミリ秒など）を使用して
決定を得るためには、取り込みデータの協定世界時（ＵＴＣ）を、数分以内の精度に設定
することが有益である。ＧＰＳ信号サンプルが（例えばコンピュータなどにおいて）処理
されるとき、このＵＴＣ時刻を使用して取り込みの時刻に対応するエフェメリス、その他
の衛星データを得ることができる。ＵＴＣ時刻の正確な初期推定値は相関タスクのための
サーチ空間を大幅に低減し、よって、位置決定を計算するプロセスをより高速に、効率的
にし、またはその両方を実現することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　受信したＧＰＳ信号からＵＴＣを計算するには、通常は、約６秒間の取り込みデータが
必要とされるはずであるが、しかしこれは、Ｃａｐｔｕｒｅ－ａｎｄ－Ｐｒｏｃｅｓｓシ
ナリオにおける所望の取り込みの長さである数百ミリ秒よりずっと長いことに留意された
い。したがって、Ｃａｐｔｕｒｅ－ａｎｄ－Ｐｒｏｃｅｓｓ　ＧＰＳ受信機では、他の何
らかの手段により、妥当な精度までＵＴＣ時刻を求めることが求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の一態様によれば、機器を自動的に設定する方法が提供され、この方法は、機器
のための設定情報を含む機械可読符号を含むシーンの画像を獲得するステップと、画像を
処理して設定情報を抽出するステップと、設定情報を使用して機器を設定するステップと
、を含み、画像を獲得するステップは、カメラを使用して画像を取り込むステップ、また
はカメラによって取り込まれた画像を受け取るステップ、のうちの少なくとも１つを含み
、設定情報は日付または時刻情報を含む。
【００１６】
　この方法は、視覚入力を使用した機器の自動設定を可能にする。機械可読符号の写真を
分析して符号の埋め込み設定情報が抽出され、復号情報を使用して機器が設定される。一
般に、機械可読符号は多種多様な適合する形で提示され得る。例えば、１次元、２次元バ
ーコードといった従来の機械可読シンボルを使用することができる。同じく、符号は、光
学式文字認識に適する人間可読テキストを含んでいてもよい。唯一の要件は、符号の画像
を自動的に分析して埋め込み設定情報を復号することができることである。符号の外観は
、それが具現化する設定情報に従って変化する。この状況における設定情報とは、目的の
機器の動作を変更するのに使用され得る任意の種類の情報を意味する。この情報は、例え
ば、機器によって実行される方法のためのパラメータや、機器の他の設定を含むことがで
きる。より一般的には、この情報は、方法のための命令（例えば、ソフトウェアやファー
ムウェアプログラムなどとしての）さえも含み得る。この方法は、特にカメラまたは一般
にカメラに接続され、もしくは任意の手段によりカメラから画像を受け取る他の機器のた
めに、設定情報を入力するのに好都合な方法を提供することができる。これらの事例では
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、視覚入力を使用することにより、設定情報を入力するための別のインターフェースを設
ける必要をなくすことができる。
【００１７】
　好ましくは、設定情報は、日付および時刻情報、例えばＵＴＣ時刻を含む。
【００１８】
　設定されるべき機器は、画像を処理して設定情報を抽出することができる。
【００１９】
　これは、設定することが求められる機器がそれ自体で必要な画像処理を行うことを意味
する。よって、機械可読符号の画像を可能な限り遅くに、すなわち、その設定情報を使用
することが望まれるときに処理することができる。このようにして、画像の視覚コンテン
ツは、所与の方法で所与の機器を設定するための移植性のある潜在命令を表す。これは、
設定されるべき機器が画像を取り込んだ（すなわち写真を撮影した）カメラでないときに
特に有益となり得る。
【００２０】
　設定されるべき機器は画像を取り込んだカメラとすることもできる。
【００２１】
　設定情報のカメラへの視覚入力は特に効果的となり得る。というのは、カメラは、単に
関連する機械可読符号の写真を撮影するだけで自動的に設定することができるからである
。これにより、設定情報の入力のために別の、または追加のインターフェースを設ける必
要をなくすことができる。例えば、結果的に、カメラのユーザインターフェースおよびコ
ントローラをずっと単純で使いやすいものにすることもできる。
【００２２】
　設定情報を使用するステップは、カメラの内部クロックを設定することを含み得る。
【００２３】
　カメラクロックを設定することは本発明の１つの有利な適用例である。日付および／ま
たは時刻情報は機械可読形式で容易に提供することができる。機械可読符号のデータペイ
ロードは小さいが、カメラのユーザから多くの不都合を取り除くことができる。さらに、
埋め込まれた正確な時刻を含む写真を撮影することは、瞬時に行われるため、クロックを
設定する非常に正確な方法である。これは（例えば、カメラに付いている制御ボタンを押
すなどによって）手作業でカメラクロックを設定するのとは対照的である。というのは、
ユーザがクロックを正確に同期させることは、正確な基準が利用できる場合でさえも難し
いからである。前述のように、正確な時刻情報は、Ｃａｐｔｕｒｅ－ａｎｄ－Ｐｒｏｃｅ
ｓｓ法を使用するＧＰＳ測位の状況においては有益となり得る。
【００２４】
　設定情報は、カメラのための写真パラメータをさらに含み得る。
【００２５】
　写真設定は本発明の特に適切な使用法である。というのは、写真設定は、手動で設定す
ると時間がかかることがあり、また頻繁に変更されるからである。例えば、（カメラマニ
ュアルの）機械可読符号のセットを使用して、連写モードとマクロモードなど、異なる撮
影モードをすばやく切り換えることもできる。入力写真設定は、単なる測定やゆがみの補
正とは区別すべきであることに留意されたい。例えば、レンズのゆがみを補正するための
較正パターンは設定情報を含む機械可読符号を構成しない。というのは、調整を行うのに
必要とされる情報のパターンは固有でも、本質的でもないからである。同じことは、ホワ
イトバランスを補正するための色較正カードにも当てはまる。このどちらの例でも、較正
パターン自体はいかなる設定情報も符号化するものではない。というよりは、較正パター
ンは、環境条件またはゆがみを測定させるものである。
【００２６】
　設定されるべき機器は、画像を取り込んだカメラから画像を受け取るように構成された
コンピュータとすることもできる。
【００２７】
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　これは、写真が撮影されるときに設定情報が利用でき、ユーザが収集ディジタル画像を
維持するための、例えば、パーソナルコンピュータなどのコンピュータを設定することが
望ましい状況において特に有益となり得る。画像の処理を、画像がコンピュータに転送さ
れるまで遅らせることは特に有利となり得る。これは、設定されるべき機器（すなわちコ
ンピュータ）が画像から設定情報を抽出する前述の方法の変形を実施するものである。コ
ンピュータは、典型的には、カメラと比べて、画像を処理するためのより大きい計算リソ
ースを有する。カメラが設定情報を抽出する必要がない場合には、本発明による方法にお
いて使用できるようにカメラを変更する必要が生じない可能性もある。このようにして、
既存のカメラを適合させずに使用して、この方法を実施することもできるはずである。
【００２８】
　好ましくは、画像は、カメラの内部クロックによって生成される取り込み時刻メタデー
タと関連付けられ、設定情報を使用するステップは、日付または時刻情報をメタデータと
比較して、カメラの内部クロックの相対誤差を計算することを含む。
【００２９】
　この方法を使用すれば、カメラが画像を取り込んだ直後に潜在的設定情報（すなわち時
刻情報）を復号しなくても、カメラの内部クロックの誤差またはオフセットをあとで求め
ることが可能である。同様に、内部クロック自体を実際に補正する必要も生じない。前述
のように、正確な時刻情報は、Ｃａｐｔｕｒｅ－ａｎｄ－Ｐｒｏｃｅｓｓ法を使用するＧ
ＰＳ測位の状況では有益となり得る。好ましくは、時刻情報はＵＴＣ時刻の表示を含む。
【００３０】
　好ましくは、時刻情報の復号およびその取り込み時刻メタデータとの比較は、位置決定
が計算されるときに、かつ／または同じ装置において行うことができる。これは可能な限
り多くの処理を後刻に延ばすことによるＣａｐｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｌａ
ｔｅｒの手法全般と合致する。前述のように、これは本発明が従来のカメラと共に実施さ
れることも可能にし得る。すなわちユーザは、新しい専用に設計され、または適合された
カメラを買わなくとも、本発明を利用することができる。この利点は、Ｃａｐｔｕｒｅ－
ａｎｄ－Ｐｒｏｃｅｓｓ　ＧＰＳ受信機が外付け付属品として提供される場合には特に当
てはまる。
【００３１】
　この方法は、計算された相対誤差を外挿して、同じカメラによって取り込まれた他の画
像の取り込み時刻を計算することをさらに含み得る。
【００３２】
　機械可読符号において提供される時刻情報は、好ましくは、正確な基準時刻、例えばＵ
ＴＣ時刻などを表す。カメラの内部クロックの挙動が知られており、妥当な期間にわたっ
て比較的安定しているものと仮定すると、基準に対する相対誤差を、その期間中にカメラ
によって取り込まれた他の画像に外挿することができる。例えば、一定の誤差が想定され
る場合には、任意の画像の取り込みのＵＴＣ時刻は、画像のためにカメラの内部クロック
によって記録された取り込み時刻メタデータに対して適切なオフセットを加減することに
よって推定することができる。これは、例えばカメラの内部クロックが不正確に設定され
ている場合や、ＵＴＣ以外の時間帯に設定されている場合には、画像の取り込み時刻をよ
り正確に計算することを可能にし得る。
【００３３】
　またこの方法は、画像のうちの少なくとも１つの計算された取り込み時刻を、衛星測位
信号を処理する方法において使用して、取り込み場所を計算することも含み得る。
【００３４】
　これは、画像コンテンツに含まれる機械可読設定情報の特に有利な使用法を表すもので
ある。ＵＴＣ推定値と各写真との関連付けを都合よく可能にすることにより、この方法は
、写真の取り込みの場所と関連付けられた（例えば）ＧＰＳ信号サンプルを効率よく処理
させることができる。すなわち、画像と関連付けられたＧＰＳ信号サンプルのセットを、
その画像が撮影された場所を推定するように処理することができる。すでに概説したよう
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に、このプロセスではＵＴＣ時刻の正確な推定値が非常に有益である。というのは、この
推定値は、短いＧＰＳサンプルのシーケンスから位置決定を導出するための計算労力の低
減および集中を可能にするからである。
【００３５】
　機械可読符号を含む場面は機械可読符号を示す表示装置を含んでいてもよく、その表示
は、設定情報を検索するために通信ネットワークに接続された機器の表示、衛星測位受信
機の表示、およびクロックの表示のうちの少なくとも１つである。
【００３６】
　機械可読符号は、有利には、ネットワーク（例えば、インターネットや移動通信ネット
ワークなど）を介してリモートソースから提供され得る。これが特に有益となる一例が、
設定情報が時刻情報を含むときである。この場合には、正確な基準クロックを、例えば自
動的に更新されるウェブページにおいて中央から提供することができる。その場合符号は
、この中央プロバイダ、例えば、携帯電話またはコンピュータのウェブブラウザなどにア
クセスする機器の表示画面に表示させることができる。当然ながら、機械可読符号の中央
による更新は、例えば、バグを修復するために機器設定またはファームウェアを更新する
ことが求められる場合など、他の多くの状況において有利となる。（ＧＰＳなどの）衛星
測位受信機は、設定情報、特に時刻情報の別の潜在的に有用なソースである。例えば、Ｇ
ＰＳ受信機の表示上のクロックを写真撮影することもできる。これにより、たとえカメラ
が写真を撮影するときに受信機に接続されていない場合でさえも、カメラによって撮影さ
れた写真のタイミングを受信機による衛星信号の取り込みのタイミングとあとで正確に整
合させることができる。いずれの場合にも、表示は人間可読および機械可読とすることも
でき、機械可読のみとすることもできることに留意されたい。
【００３７】
　本発明の別の態様によれば、コンピュータ上で実行されると、本発明の方法のすべての
ステップを実行するように適合されたコンピュータ・プログラム・コード手段を含むコン
ピュータプログラムが提供される。
【００３８】
　このコンピュータプログラムは、コンピュータ可読媒体上に具体化され得る。
【００３９】
　本発明の別の態様によれば、機器の自動設定のための装置が提供され、この装置は、機
器の設定情報を含む機械可読符号を含む場面の画像を受け取るための入力手段と、画像を
処理して設定情報を抽出するように適合され、設定情報を使用して機器を設定するように
適合されたプロセッサと、を備え、設定情報は日付または時刻情報を含む。
【００４０】
　次に本発明を、例として添付の図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の一実施形態に従って動作する装置を示すブロック図である。
【図２】別の実施形態に従って動作する装置を示すブロック図である。
【図３】一実施形態を実装するように構成されたコンピュータを示す簡単なブロック図で
ある。
【図４】一実施形態による方法を示す流れ図である。
【図５】別の実施形態による方法を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　発明者らは、ユーザが正確なＵＴＣ時刻を写真および／または関連するＧＰＳ取り込み
データと関連付けるための迅速で、都合のよい方法を提供することが有益であろうと考え
た。前述のように、正確なＵＴＣ時刻は、Ｃａｐｔｕｒｅ－ａｎｄ－Ｐｒｏｃｅｓｓシナ
リオにおいて、短いＧＰＳ取り込みデータからの効率のよい位置計算を可能にする。この
シナリオは写真用途に特に適する。というのは、Ｃａｐｔｕｒｅ－ａｎｄ－Ｐｒｏｃｅｓ
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ｓ受信機は、完全なリアルタイムのＧＰＳ受信機と比べてずっと単純で、安価な技術だか
らである。
【００４３】
　しかし発明者らは、カメラの他の特性を設定することを要する、より広範な必要がある
ことも認めている。この問題に対する特に見事な解決法は、カメラによって撮影された写
真を使用してカメラを設定することである。この解決法を考案する際に、発明者らは、カ
メラのレンズおよびセンサは画像自体のためだけでなく、設定データのためにも役に立つ
入力チャネルを表すものであり、設定データは、機械可読形式でレンズの視野内に配置す
ることにより画像に埋め込むことができることに気付いた。その場合、ディジタルカメラ
またはカメラ付き電話機にすでに一般に備わっている処理能力を使用して入力設定データ
を復号することができる。
【００４４】
　この視覚入力によるプログラミングの方法は、カメラ自体のプログラミングだけに限定
されるものではない。カメラは埋め込み設定情報を含む写真を撮影し、他の任意の機器が
あとで使用するために、それを記憶することができる。そのため、例えば、カメラによっ
て記録された画像を使用して、カメラがその画像をアップロードする相手先であるコンピ
ュータを設定することができる。ひいては、コンピュータがその設定情報を使用して別の
接続された周辺機器を設定することもできる。実際、コンピュータは設定情報を復号し、
それを使用して、写真を撮影するのに使用されたその同じカメラを設定してもよい。この
場合、カメラはその画像の意味を認識している必要はない。すなわち、カメラは単に通常
通り写真を撮影し、それをコンピュータにアップロードし、設定情報を受け取るにすぎな
い。カメラのすべての画像処理設定が画像としてのみ保持され得る極端な事例を考えるこ
とも可能である。これらの画像は、あとの処理に際してのみ（例えばコンピュータにおい
て）カメラを設定するために解釈され、使用されるはずである。
【００４５】
　この強力で、汎用性のある設定の方法は、ジオタギング（geo-tagging）の状況におい
て特に有用である。ジオタギングとは、位置メタデータとメディア、特に画像との関連付
けをいう。次に本発明を、例として、この用途の状況において詳細に説明する。当然なが
ら、当業者には理解されるように、本発明の利益はこの用途だけに限定されるものではな
い。
【００４６】
　本発明の第１の例示的実施形態においては、設定方法を使用して、カメラによって取り
込まれた画像のための正確な時刻基準が、ＵＴＣに対して提供される。前述のように、Ｕ
ＴＣ取り込み時刻を知ることは、位置決定を計算するために、取り込まれたＧＰＳ信号サ
ンプルの短いシーケンスを処理するときに非常に有用である。やはり前述したように、位
置情報を画像と関連付けることが望ましい。この実施形態では、視覚的にカメラに入力さ
れた設定情報を使用して、設定情報にＵＴＣ時刻情報を含めることにより、位置決定の計
算が改善される。その場合、そのような位置決定をそれに対応する画像と関連付けること
ができる。
【００４７】
　次に、第１の実施形態を、図１および図４を参照して説明する。図１には、この実施形
態に従って動作するシステムが示されている。このシステムは、カメラ１００と、Ｃａｐ
ｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｌａｔｅｒ　ＧＰＳ受信機２００ａと、パーソナル
コンピュータ（ＰＣ）３００とを備える。ＰＣは、例えばインターネットなどを介してエ
フェメリスサーバ５００に接続されており、エフェメリスサーバ５００は、すべてのＧＰ
Ｓ衛星のためのエフェメリス、その他の衛星情報の履歴データベースを含む。
【００４８】
　この例示的実施形態では、カメラ１００は、カメラが写真を撮影する都度、ＧＰＳ受信
機２００ａがＧＰＳ信号サンプルのスナップショットを取り込むように、受信機に接続さ
れている。これは、カメラ１００に外付けＧＰＳ受信機２００ａを装着することによって
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、またはカメラ自体に受信機２００ａを組み込むことによって実現され得る。
【００４９】
　受信機２００ａは、アンテナ２１０と、マイクロプロセッサ２３０およびメモリ２４０
に接続されたＧＰＳフロントエンド２２０とを備える。フロントエンド２２０は、衛星信
号をＩＦにダウンコンバートし、続いてアナログ／ディジタル変換を行う機能を果たす。
カメラ１００が画像を取り込む都度、短いディジタル化ＩＦ信号サンプルのシーケンスを
含むスナップショットがメモリ２４０に記憶される。
【００５０】
　ＧＰＳ受信機２００ａがカメラ１００に組み込まれている場合には、取り込まれた衛星
信号サンプルは、画像ファイルと一緒に、または画像ファイル内にさえも記憶させること
ができる。ＧＰＳ受信機２００ａがカメラの外部にある場合には、カメラのホットシュー
によりトリガ信号（シャッターリリース）を送ることができる。ホットシュー接続は、普
通は、カメラに外付けフラッシュを接続するのに使用される。
【００５１】
　受信機２００ａがＰＣ３００に接続されると、記憶されたサンプルがアップロードされ
る。ＰＣは、適切な周知の位置推定技術を使用し、ＩＦデータサンプルを処理して位置決
定を計算する。この計算の過程においては、前述のように、各スナップショットの取り込
みのＵＴＣ時刻の推定値があれば有益である。例えば、これによりＰＣにエフェメリスサ
ーバ５００から正しい対応するエフェメリス、その他の衛星データを検索させることがで
きる。本発明の第１の実施形態による方法は、このＵＴＣ時刻推定値を以下のように提供
することができる。
【００５２】
　ＵＴＣ時刻情報を獲得するために、カメラは機械可読符号を含む場面の写真を撮影する
。これは図４のステップ１０ａに示されている。例えば、カメラのユーザは、カメラ１０
０をウェブページ４００に向け、その画像を取り込むことができる。このウェブページ４
００は、現在のＵＴＣ時刻を符号化した、絶えず更新されるバーコードを表示する。
【００５３】
　次いでカメラは取り込まれた画像を処理してＵＴＣ時刻情報を抽出する（ステップ２０
）。画像中のバーコードを検出し、認識するための画像処理またはマシンビジョンの方法
は、当分野では周知である。認識されたあとで、バーコードが復号されてＵＴＣ時刻情報
が判明する。ステップ３０で、抽出されたＵＴＣ時刻を使用してカメラ内の内部クロック
が正しくＵＴＣに設定される。
【００５４】
　ディジタルカメラによって作成された画像ファイルに取り込み時刻メタデータを埋め込
むことは一般に行われている。例えば、このメタデータは、ＪＰＥＧ画像では、交換可能
画像ファイルフォーマット（Ｅｘｉｆ）の関連フィールドにおいて提供することができる
。カメラ１００の内部クロックはすでに正確にＵＴＣ時刻に設定されているため、カメラ
によって取り込まれるすべての後続画像は正確なＵＴＣタイムスタンプを含むことになる
。任意選択で、バーコードによって提供されるＵＴＣ時刻情報と、カメラの内部クロック
によってバーコード画像に割り当てられる取り込み時刻メタデータとの測定オフセット（
誤差）を使用して、以前に取り込まれた画像のタイムスタンプを補正することも可能なは
ずである。言い換えると、カメラの内部クロック（補正前）の相対誤差を計算し、この誤
差を外挿（extrapolate）してすべての画像の取り込み時刻メタデータをさかのぼって補
正することも可能である。
【００５５】
　前述のように、この実施形態では、ＧＰＳ受信機は、写真が撮影される都度スナップシ
ョットを取り込む。したがって、画像ごとの正確なＵＴＣタイムスタンプはＧＰＳスナッ
プショットの取り込みのＵＴＣ時刻と同じである。
【００５６】
　ステップ４０で、カメラはその画像（および画像の埋め込みＵＴＣ時刻メタデータ）を
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ＰＣに転送する。受信機２００ａがカメラに組み込まれている場合には、スナップショッ
トは同じステップで、同じ通信インターフェースを使用してＰＣに転送され得る。受信機
２００ａがカメラの外部にある場合には、スナップショットは別個に転送される。
【００５７】
　ステップ５０で、各画像内のＵＴＣ時刻メタデータが、ＰＣによって、画像が取り込ま
れた時刻における衛星についての対応するエフェメリス、その他の衛星情報を検索するの
に使用される。この情報は次いで、個々のスナップショットと併せて、画像ごとの位置決
定を導出するのに使用することができる。正確な（ＵＴＣ）時刻推定値とは、時刻におけ
る可視衛星の位置および速度を正確に予測することができることを意味する。衛星の位置
および速度の推定値が良好であるほど、相関処理の回数を低減することができるため、位
置計算は容易になる。このようにして、正確な予測により、全数（総当たり）探索の負担
を取り除くことができる。
【００５８】
　本発明の第２の実施形態は、ＰＣ３００が設定情報を復号し、使用することを除いて第
１の実施形態と同様である。次にこの第２の実施形態を、図１および図５を参照して説明
する。
【００５９】
　ステップ１０ｂで、カメラはバーコードの画像を取り込む。この実施形態では、カメラ
１００が画像と関連付けられた取り込み時刻メタデータを記録することが要件である。画
像はステップ４０で（おそらくはカメラ１００によって取り込まれた他の画像と一緒に）
ＰＣ３００に転送される。第１の実施形態とは異なり、カメラは画像を転送する前に、画
像を処理して設定情報を抽出していないことに留意されたい。代わりにＰＣ３００がこの
ステップ２０を実行する。処理は第１の実施形態と同一とすることができる。すなわち、
画像処理技術を使用して画像中に存在するバーコードが識別され、復号される。
【００６０】
　ステップ３２で、ＰＣ３００は次いで、抽出されたＵＴＣ時刻情報を、画像と関連付け
られた取り込み時刻メタデータ（Ｅｘｉｆタグなど）と比較する。この比較により、取り
込み時刻メタデータを生成したカメラの内部クロックと、ＵＴＣ時刻との相対誤差が明ら
かになる。ステップ３４で、相対誤差を使用して、カメラによって取り込まれたその他の
画像の取り込みの時刻が外挿される。これは例えば、取り込み時刻メタデータに／から誤
差を適宜加算／減算するなどによって行われ得る。
【００６１】
　仮定されているのは、カメラの内部クロックとＵＴＣ時刻とのオフセットが、ある期間
にわたりほぼ一定であり、安定しているということである。実際には、カメラのクロック
は正確な時刻を保持せず、そのため、誤差が経時的に変化する可能性が高い。これは、過
度な誤差が累積しないように、本発明の方法を使用して周期的に再同期する必要があるこ
とを意味する。当然ながら、カメラのクロックの特性をより正確にモデル化することがで
きる場合には、相対誤差をより正確に補正することが可能となり得る。例えば、カメラク
ロックが（毎時または毎日一定の時間誤差を累積する）線形誤差関数を有することが分か
っている場合には、線形補正を適用することができる。
【００６２】
　ステップ５０で、外挿された画像ごとのＵＴＣ時刻が、ＰＣによって、取り込み時刻ご
とに関連するエフェメリスデータにアクセスするのに使用される。このステップは第１の
実施形態と同一であり、エフェメリス、その他の関連衛星データを、ＧＰＳ信号を処理す
る方法において同様に使用して、各画像の取り込み場所を計算することができる。
【００６３】
　第２の実施形態は第１の実施形態と同じ利点の多くを達成するが、第２の実施形態によ
れば、カメラ内の内部クロックを能動的に修正するのではなく、後処理の方法を使用して
クロックの誤差がさかのぼって補正されることに留意されたい。
【００６４】
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　第３の実施形態では、本発明の設定法を使用して、カメラによって取り込まれた画像が
、独立のＣａｐｔｕｒｅ－ａｎｄ－Ｐｒｏｃｅｓｓ　ＧＰＳ受信機によって取り込まれた
周期的なＧＰＳスナップショットとリンクされる。次にこの実施形態を、図２および図５
を参照して説明する。
【００６５】
　図２には、本発明の第３の実施形態に従って機能する図１の装置の別の実装形態が示さ
れている。第１および第２の実施形態と比べて、第３の実施形態では、カメラ１００とＧ
ＰＳ受信機２００ｂとは接続されておらず、そのため、カメラが写真を撮影するときには
、やりとりしない。カメラが画像を取り込む都度ＧＰＳ　ＩＦデータスナップショットを
取り込むのではなく、受信機２００ｂは周期的にスナップショットを取り込む。
【００６６】
　取り込み間の間隔は、各スナップショットから受信機の経路の適度に正確な軌跡が生成
されるように選択される。実際には、使用される実間隔は、好ましくは、ユーザがどれ程
の速さで移動すると予期されるかに応じて決定されるべきである。この実施形態では、カ
メラ１００によって取り込まれる画像は、受信機２００ｂによって別個に取り込まれるＧ
ＰＳスナップショットとあとで関連付けられる。これにより、位置決定を画像ごとに設定
させることになる。明らかに、受信機２００ｂとカメラ１００とは、接続されてはいない
が、結果として得られる位置データを最大限に正確にするために、一緒に保持されるべき
である。各画像に割り当てられる位置決定は、実際には、画像が取り込まれたのとほぼ同
じ時刻における受信機の位置になる。この手法が正確に機能するためには、正確な対応関
係を確立することができるように、カメラによって記憶された取り込み時刻メタデータを
各ＧＰＳスナップショットの時刻と整合させる必要がある。
【００６７】
　このために、受信機２００ｂは独自の内部クロック２５０を備えている。また受信機２
００ｂはクロックによって決定される現在時刻を表示するディスプレイ２６０も有する。
クロック２５０はＧＰＳスナップショットごとにタイムスタンプも生成する。これらのタ
イムスタンプはスナップショットと共にメモリに記憶される。
【００６８】
　カメラ１００とＰＣ３００は、第１および第２の実施形態について前述した方法のどち
らかに従って動作することができる。唯一の違いは、この第３の実施形態では、ユーザが
カメラを使用して（ウェブページ４００の写真を撮影するのではなく）ＧＰＳ受信機２０
０ｂ上のディスプレイ２６０の画像を取り込むことである。これにより、カメラによる画
像取り込みの取り込み時刻メタデータを（Ｗｅｂページ４００によって提供されるＵＴＣ
時刻と整合させるのではなく）ＧＰＳ受信機２００ｂのクロック２５０と整合させること
が可能になる。
【００６９】
　第２の実施形態の方法を例にとると、ＧＰＳディスプレイ２６０の画像はＰＣ３００に
アップロードされる。またＰＣはＧＰＳ受信機２００ｂからタイムスタンプ付きＧＰＳス
ナップショットも受け取る。前述のように、ＰＣは画像を処理して埋め込み時刻情報を抽
出する。図２の例では、ＧＰＳ受信機のディスプレイ２６０は（バーコードではなく）通
常のテキストを表示している。したがって、時刻情報を抽出するための処理は、この人間
可読の時刻表示から時刻設定情報を抽出するための光学式文字認識（ＯＣＲ）を含むこと
になる。当然ながら、ディスプレイ２６０が、前述のウェブサイト４００のようなバーコ
ード符号化時刻を示すことも可能である。
【００７０】
　次いで抽出された時刻情報は、カメラにより画像ファイルに埋め込まれた取り込み時刻
メタデータと比較される。これにより（ＧＰＳ受信機クロック２５０によって決定された
）抽出時刻と（カメラの内部クロックによって決定された）埋め込みメタデータとの相対
誤差がもたらされる。この相対誤差を補正することにより、カメラからアップロードされ
たすべての画像を、受信機２００ｂからのそれらに最も近いＧＰＳスナップショットと正
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確に整合させることができる。
【００７１】
　当然ながら、整合されたＧＰＳスナップショットのそれぞれから位置決定を計算するた
めには、ＵＴＣ時刻の推定値がやはり有益である。これは様々な手段によって提供するこ
とができる。１つの選択肢は、ＧＰＳ受信機にＵＴＣ時刻に設定された正確なクロック２
５０を備えることである。受信機２００ｂをＰＣ３００に接続し次第、その精度をチェッ
クし、時刻を補正することができる。
【００７２】
　別の可能な方法は、本発明の第２の実施形態と第３の実施形態とを組み合わせて、ＵＴ
Ｃ時刻基準を提供するＷｅｂページの１枚の写真と、ＧＰＳ受信機のクロック２５０への
基準を提供するＧＰＳ受信機ディスプレイの別の写真と、をユーザが撮影するものである
。
【００７３】
　完全を期すために、ＰＣ３００の内部構造を図３にさらに詳細に示す。これには、ＰＣ
が、プロセッサ３０１と、ブルートゥースアンテナ３０２と、ユニバーサル・シリアル・
バス（ＵＳＢ）ポート３０３と、メモリカード読取装置３０４とを備えることが示されて
いる。これらの構成要素はすべて完全に標準的なものであり、当業者にはよく知られてい
るはずである。
【００７４】
　プロセッサは、本発明の各実施形態による処理方法を実行するように構成されることが
できる。例えば、第２の実施形態によれば、画像から設定情報（ＵＴＣ時刻情報）を抽出
するステップ２０を実行するのはプロセッサである。同じ実施形態において、プロセッサ
３０１は、抽出された設定情報を使用して、特に、ステップ３２で相対誤差を計算し、ス
テップ３４でこの誤差から補外してその他の画像のＵＴＣ取り込み時刻を計算し、ステッ
プ５０で、計算された取り込み時刻を、それらの時刻に対応するエフェメリス、その他の
衛星データをダウンロードすることにより衛星信号を処理する方法において使用すること
によって、ＰＣ３００を設定することもできる。
【００７５】
　ブルートゥースアンテナ３０２、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）ポート３０
３、およびメモリカード読取装置３０２は、単に、カメラから機械可読符号を含む画像を
受け取るのに使用され得る適切な入力手段の例にすぎない。同じ、または異なる入力手段
を使用してＧＰＳ受信機２００からＧＰＳ信号取り込みを受け取ることができる。
【００７６】
　当業者にはすでに明らかなように、本発明の異なる実施形態では、画像としてカメラ１
００に入力される設定データを使用して異なる機器を設定させる。上記の第１の実施形態
では、設定情報（例ではＵＴＣ時刻情報）がカメラの内部クロックを設定するのに使用さ
れるため、カメラ自体が設定される機器であった。
【００７７】
　第２の実施形態では、設定情報（やはりＵＴＣ時刻情報）がＰＣによって実行される方
法においてパラメータとして使用されるため、ＰＣ３００が設定された。具体的には、Ｕ
ＴＣ時刻情報から導出される時刻に応じて、エフェメリス、その他の衛星データをダウン
ロードすることにより衛星信号を処理する方法において、時刻情報はコンピュータによっ
て使用された。
【００７８】
　第３の実施形態では、やはりＰＣ３００が設定される機器であった。この場合もまた、
画像中に具体化された潜在的設定情報がＰＣによって実行される方法を設定し、制御する
のに使用された。
【００７９】
　当然ながら、当業者には容易に明らかになるように、カメラおよびＰＣ以外の機器を、
本発明に従って提供される設定情報により設定することもできる。本発明の適用のされ方
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にはほとんど制限がない。必要とされるのは、設定情報を含む画像を取り込むためのカメ
ラと、設定されるべき機器への通信の連鎖だけである。
【００８０】
　例えば、カメラを使用して以下のようにプリンタを設定することもできる。カメラはプ
リンタ設定を表すバーコードの画像を取り込む。次いでプリンタはこれらの設定を、カメ
ラから転送された写真を印刷するときに使用する。このシナリオ例では、カメラが設定情
報を復号し、それを命令としてプリンタに伝えてもよい。同じく、カメラは単にバーコー
ドの未処理の画像をプリンタに転送するだけでもよく、その場合にはプリンタ自体が設定
情報を抽出する。別の代替例として、以下のようにコンピュータを仲介手段として使用す
ることもできる。カメラは生の画像データをコンピュータに転送する。コンピュータはバ
ーコードを復号し、プリンタを設定する。
【００８１】
　本発明の別の実施形態は、カメラにおいて完全に実施することもできる。すなわち、カ
メラは設定画像を取り込み、埋め込み情報を復号し、他の機器を参照せずにそれを使用す
る。これは、例えば、カメラに写真パラメータのセットを供給するのに役立ち得る。
【００８２】
　ユーザにとって、コンピュータのグラフィカル・ユーザ・インターフェース（ＧＵＩ）
を使用してカメラ設定を設定する方が、カメラ自体に付いているボタン、その他のコント
ローラを使用するよりも容易な場合もある。そのような一例では、ユーザは、カメラを設
定するための完全なインターフェースを提供するウェブページへナビゲートすることがで
きる。各設定は、編集可能なテキストボックスの使用、パラメータのリストとスクロール
ホイールとの併用、ラジオボタンの使用などを含む、最も好都合な方法でユーザによって
提示され、調整され得る。ユーザがすべての設定の選択に満足すると、ウェブインターフ
ェースは設定データを機械可読符号に変換する。ユーザは、この符号の１つの画像を取り
込むことにより、すべての設定をカメラに入力することができる。
【００８３】
　動的に設定バーコードを生成するための別のユーザインターフェースを提供するのでは
なく、カメラの様々な動作モードに対応する決められたバーコード選択肢をユーザに提供
することもできる。これらは、例えば、印刷されたマニュアルにおいて提供することもで
きる。バーコードは、同様に、カメラと一緒に使用することのできる付属品に添付するこ
ともできる。カメラを付属品と一緒に使用する前に、ユーザは単にバーコードの写真を撮
影し、それによってカメラはその付属品に適するように自動的に設定される。これは例え
ば、特定のフラッシュと一緒に使用するためや、三脚と一緒に使用するためにカメラを設
定するのに使用され得る。どの場合にも、シャッタースピード、開口、感度などの設定は
、適切な条件に適合させることができる。
【００８４】
　設定データを視覚的に入力するための専用モードをカメラに提供するのが好都合である
。このモードは機械可読符号の鮮明な画像を取り込むのに最適になるようにカメラ設定を
設定させるはずであり、それによって設定情報を復号する画像処理の成功を促進するはず
である。例えば、ウェブページの写真を撮影する場合には、グレアまたはコントラストの
損失を回避するために、フラッシュが作動しないこともある。また専用モードは、情報を
復号するために必要な処理および抽出の方法を（カメラがプロセスのこの部分を担ってい
る場合には）適用するようカメラに注意を喚起することもできるはずである。画像があと
で処理されるべきである場合には、画像に、それを設定画像として識別するメタデータ項
目を与えることもできる。
【００８５】
　以上の説明では、本発明の実施形態において適用することのできる多くの種類の機械可
読符号のうちの２例だけを使用した。第１の例はバーコードであり、第２の例は時刻を示
すテキスト表示であった。当業者には容易に明らかになるように、設定情報は、これら２
例だけという限定をはるかに超えて、きわめて多種多様な形式で提示することができるは
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ずである。バーコードに関連する他のよくある変種には、クイックレスポンス（ＱＲ）コ
ードや、他の類似のマトリックスコードといった２次元コードが含まれる。これらは情報
をドットマトリックスとして符号化し、１次元バーコードより高いデータ密度を有するよ
うに設計される。また、カラーマトリックスに基づく機械可読符号を提供することも知ら
れている。当然ながら、本発明は静的符号だけに限定されるものでもない。時間的変動を
含む符号に大容量の設定情報を埋め込むこともできるはずである。この場合には、カメラ
は、画像ではなく、機械可読時変符号のビデオを取り込むことが必要になるはずである。
【００８６】
　ＯＣＲが実施可能である限りにおいては、印刷され、または表示されたテキストが適切
な機械可読形式を含んでいてもよい。他の人間可読形式の情報には、（アナログ）時計文
字盤のような例が含まれる。画像処理技術を使用して、ＯＣＲと同様のやり方で、そのよ
うな時計文字盤の画像から時刻情報を抽出することもでき、バーコードのバー要素を検出
することもできる。それでもなお、全般的には、機械読取り専用に設計されているバーコ
ードやマトリックスコードといった提示形式のものを処理する方が容易であろう。
【００８７】
　また、カメラと併用するために専用に構成された符号を設計することも可能である。例
えば、大部分の既存のディジタル・スチル・カメラはＪＰＥＧ画像圧縮規格を使用する。
この規格は、不可逆の離散コサイン変換（ＤＣＴ）符号化の方法を指定している。したが
って、この種の画像圧縮に適する形式で機械可読符号を提供した方が有利となり得る。例
えば、変換の係数によって符号化された情報を有する符号画像をＤＣＴ変換領域で設計す
ることもできる。これは、情報コンテンツを、ＪＰＥＧ符号化プロセスによってあまり高
率で量子化されない周波数成分に集中させることができるはずである。これは、符号の画
像を圧縮するときにカメラによってもたらされるノイズまたはゆがみによる設定データの
損失を最小限に抑えるはずである。またこれには複雑さを低減するという利点もある。と
いうのは、画像がＪＰＥＧ符号化形式で記憶されため、設定は（おそらくは）変換係数か
ら直接読み取ることができるので、設定情報にアクセスするために画像を完全に復号する
必要さえない場合もあり得るからである。
【００８８】
　バーコードを使用して時刻が符号化されるときには、バーコードのペイロードへの時刻
の数字の割振りは、用途の要件に従って構成されてもよい。例えば、時刻の精度が１０秒
間隔以内であることが求められ、ロールオーバ前の時間範囲（すなわち、同じコードの連
続する反復間の時間）が３年間である場合には、７個の１０進数字（または２４個の２進
数字、ビット）が必要である。標準バーコードは１０個の１０進数字をサポートする。ロ
ールオーバは、それがあまり頻繁でない限り、問題にはならない。必要な場合に、処理ソ
フトウェアは、様々なロールオーバに対応する時刻を試すこともできる。大抵の場合、一
貫性がある、または、有効であるものとして、ただ１つのインスタンスだけが突出するこ
とになる。例えば、ＧＰＳ信号サンプルを処理するときに、異なる時刻を使用してエフェ
メリス、その他の衛星情報がダウンロードされる場合には、ただ１つの時刻だけが有効な
位置決定を生じさせるはずである。
【００８９】
　機械可読符号が十分な容量を有する場合、その符号はより大量の設定データを運ぶのに
使用されてもよい。例えば、本発明の方法は、設定されるべき機器へのソフトウェアまた
はファームウェア更新を配信するのに使用することもできる。
【００９０】
　当業者には他の様々な変形が明らかになるであろう。
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